
原子力損害賠償・廃炉等支援機構（法人番号3010405009863)の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

副理事長

理事

理事（非常勤）

監事（非常勤）

理事（非常勤）の役員報酬基準は、役員給与規程に則り、月額250千円と
している。

監事（非常勤）の役員報酬基準は、役員給与規程に則り、月額250千円と
している。

当機構は、未曽有の原子力災害を生じさせた平成23年3月の東京電力福島第一原子力発電所事故を
受けて、原子力事業者の損害賠償のために必要な資金交付等の業務を行うことにより、原子力損害賠償
の迅速かつ適切な実施や電気の安定供給等の確保を図ることを目的として設立され、平成26年8月の改
組により福島の廃炉等を支援する業務を加えた法人である。役員報酬水準については、比較考慮すべき
類似業務を有する特定の法人が他に見当たらないこと、及び役員としての重責を担う人材の確保の必要
性から、国家公務員指定職の報酬水準に準拠し設定している。

　当機構の役員報酬については業績給を導入しておらず、国家公務員指定職に準じた水準としている。

人事院勧告に基づく給与法の改正に準拠し、俸給等を改正。役員報酬
基準は、月額及び特別手当から構成されている。月額については、役員給
与規程に則り、本給（理事長：1,172千円）に地域手当（本給に100分の20を
乗じて得た額）、業務調整手当（月額51千円）、通勤手当を加算して算出し
ている。特別手当については、令和７年度における国家公務員指定職の改
定に準拠した特別手当支給率の引き上げ（年間0.05月分）を踏まえ、役員
給与規程に則り、本給及び地域手当の月額、本給の月額に100分の25を
乗じて得た額、本給及び地域手当の月額に100分の20を乗じて得た額の合
計額に、6月支給分については100分の172.5、12月支給分については100
分の177.5を乗じて得た額としている。

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ② 令和７年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び令和７年度における改定内容

　同上
　※ただし、副理事長の本給は１，０１２千円としている。

　同上
　※ただし、理事の本給は９２８千円以内としている。



２　役員の報酬等の支給状況
令和７年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

24,431 14,064 6,932
2,813

622
（地域手当）
(業務調整手当)

千円 千円 千円 千円

21,417 12,144 5,986
2,429

236
622

（地域手当）
（通勤手当）
(業務調整手当)

＊

千円 千円 千円 千円

9,348 5,290 2,705
1,058

295
（地域手当）
(業務調整手当) 9月19日 ◇

千円 千円 千円 千円

10,125 5,846 2,784
1,169

326
（地域手当）
(業務調整手当) 9月20日 ◇

千円 千円 千円 千円

19,474 11,136 5,489
2,227

622
（地域手当）
(業務調整手当)

千円 千円 千円 千円

19,474 11,136 5,489
2,227

622
（地域手当）
(業務調整手当) ※

千円 千円 千円 千円

15,944 9,000 4,436
1,800

86
622

（地域手当）
（通勤手当）
(業務調整手当)

◇

千円 千円 千円 千円

3,000 3,000 0 0

千円 千円 千円 千円

3,000 3,000 0 0

注１：各内訳は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。
注２：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注３：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
        退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
        独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

D理事

E理事

F理事
（非常勤）

副理事
長

A理事

C理事

前職
就任・退任の状況

役名
その他（内容）

法人の長

A監事
（非常勤）

B理事



３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

　副理事長

　理事

　理事（非常勤）

　監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

副理事長の報酬水準を規定する「役員給与規程」は国家公務員指定職の給与体
系に準じて適正な水準となるよう定めており、当該規程に基づき支給される当機構
の副理事長の報酬水準（21,416千円（※））は妥当なものと認められる。
※報酬水準とは、例えば年度途中に就任若しくは退任したこと等により実際の支給
額が減ぜられることなく、当機構の役員給与規程に基づき満額支給された際の年度
報酬額を言う。

理事の報酬水準を規定する「役員給与規程」は国家公務員指定職の給与体系に
準じて適正な水準となるよう定めており、当該規程に基づき支給される当機構の理
事の報酬水準（19,473千円（※））は妥当なものと認められる。
※報酬水準とは、例えば年度途中に就任若しくは退任したこと等により実際の支給
額が減ぜられることなく、当機構の役員給与規程に基づき満額支給された際の年度
報酬額を言う。

監事（非常勤）の報酬水準を規定する「役員給与規程」は国家公務員指定職の給
与体系に準じて定められており、当機構の理事（非常勤）の報酬水準は上述の常勤
理事の報酬を基準として定められていることから、当機構の理事（非常勤）の報酬水
準（3,000千円（※））は妥当なものと認められる。
※報酬水準とは、例えば年度途中に就任若しくは退任したこと等により実際の支給
額が減ぜられることなく、当機構の役員給与規程に基づき満額支給された際の年度
報酬額を言う。

監事（非常勤）の報酬水準を規定する「役員給与規程」は国家公務員指定職の給
与体系に準じて定められており、当機構の理事（非常勤）の報酬水準は上述の常勤
理事の報酬を基準として定められていることから、当機構の理事（非常勤）の報酬水
準（3,000千円（※））は妥当なものと認められる。
※報酬水準とは、例えば年度途中に就任若しくは退任したこと等により実際の支給
額が減ぜられることなく、当機構の役員給与規程に基づき満額支給された際の年度
報酬額を言う。

原子力損害賠償・廃炉等支援機構においては、その職務の重要性に鑑みて、役
員の報酬を国家公務員指定職の給与体系に準じた水準と しており、また、人事院
勧告に準じて役員給与規程の改訂を行うなど 報酬水準の適正化に努めていること
から、妥当なものと考える。

理事長の報酬水準を規定する「役員給与規程」は国家公務員指定職の給与体系
に準じて適正な水準となるよう定めており、当該規程に基づき支給される当機構の
理事長の報酬水準（24,430千円（※））は妥当なものと認められる。
※報酬水準とは、例えば年度途中に就任若しくは退任したこと等により実際の支給
額が減ぜられることなく、当機構の役員給与規程に基づき満額支給された際の年度
報酬額を言う。



４　役員の退職手当の支給状況（令和７年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

千円 年 月

千円 年 月

千円 年 月

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

当機構の役員報酬については、業績給を導入しておらず、主務大臣により認可された予算に従い、国
家公務員指定職に準じた水準としている。

また、退職手当については業績反映を行うこととしており、在職期間1月につき、当該役員の本給月額
の100分の10.4625の割合を乗じて得た額に、理事長が定める委員会又は理事長が指名する外部の者が
0.0～2.0の範囲内で当該役員の業績に応じて決定する業績勘案率を乗じて得た額としている。

現時点において役員報酬における業績給の導入は予定していないものの、人事院勧告や他の法人の
事例等も参考としつつ、不断の見直しを行うことにより、引き続き適正な報酬水準の確保に努める。

法人での在職期間

法人の長

副理事長

理事

監事

法人の長

副理事長

理事

監事

判断理由

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容

　④　 給与制度の令和７年度における主な改定内容

２　職員給与の支給状況等

　①　常勤職員の数

注：常勤の在外職員、任期付職員及び非常勤職員を含む全ての常勤職員の総数

　②　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

65 46.8 10,434 7,647 117 2,787
人 歳 千円 千円 千円 千円

62 46.3 10,114 7,423 121 2,691
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 57.5 17,052 12,282 28 4,770

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

区分

指定職

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方
　　（業績給の仕組み及び導入実績を含む。）

常勤職員

うち賞与平均年齢

全常勤職員（令和８年４月１日時点）：１０１人

事務・技術

うち所定内

うち同一の職種等により通年で給与が支給された職員（対象常勤職員）：６１人

総額
人員

令和７年度の年間給与額（平均）

当機構職員の給与水準を検討するにあたって、類似の事業を実施している特定の法人は他に見当た
らなかったことから、国家公務員の給与体系に準拠した支給水準を設定している。

　職員の勤務実績に応じて、昇給、昇格及び賞与のうち勤勉手当の額に反映させることとしている。

当機構職員給与規程に則り、俸給及び諸手当（特別調整給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、
通勤手当、住居手当、単身赴任手当、超過勤務手当、休日給、深夜勤務手当、管理職員特別勤務手
当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当）としている。

   人事院勧告に基づく給与法の改正に準拠し、俸給及び諸手当（扶養手当）を改正。
また、期末手当については、令和7年度における国家公務員行政職（一）の改定に準拠した期末手当支
給割合の引き上げ（年間0.05月分）を踏まえ、期末手当基礎額（俸給の月額＋扶養手当の月額＋地域手
当の月額＋広域異動手当の月額＋役職段階別加算額＋管理職加算額）に100分の125.0（管理職にお
いては100分の105.0）を乗じ、さらに基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた
割合を乗じて得た額としている。

勤勉手当については、令和7年度における国家公務員行政職（一）の改定に準拠した勤勉手当支給割
合の引き上げ（年間0.05月分）を踏まえ、勤勉手当基礎額（俸給の月額＋地域手当の月額＋広域異動手
当の月額＋役職段階別加算額＋管理職加算額）に「期末手当及び勤勉手当に関する実施細則」（以下
「実施細則」という。）に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額としている。
※役職段階別加算額：俸給、地域手当及び広域異動手当の月額に100分の20の範囲内で実施細則で
   定める割合を乗じて得た額
※管理職加算額：俸給の月額に100分の25の範囲内で実施細則で定める割合を乗じて得た額



人 歳 千円 千円 千円 千円

14 63.3 9,546 7,751 62 1,795
人 歳 千円 千円 千円 千円

14 63.3 9,546 7,751 62 1,795
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

33 62.5 6,389 5,946 81 443
人 歳 千円 千円 千円 千円

33 62.5 6,389 5,946 81 443

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
注2：「指定職」とは、国家公務員指定職俸給表の適用を受けていた者、弁護士、公認会計士等で、こう
       した職員特有の「事務・技術」とは別の俸給表の適用を受けている者を指す。
注3：該当者がいない区分（「在外職員」等）及び区分中の職種（「研究職種」「医療職種（病院医師）」
    　等）については、欄を省略している。
注４：「年間給与額」は、時間外手当を除く給与の額
注５：任期付職員の指定職については、該当者が１人のため、当該個人に関する情報が特定されるお
       それのあることから、区分以外は記載せず、任期付職員全体の数値からも除外している。

事務・技術

指定職

任期付職員

事務・技術

非常勤職員



③

注１：②の年間給与額から通勤手当等を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

注２：年齢20～23歳の該当者なし。

④

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

10 53.9 14,405

18 52.6 11,648

23 43.0 8,277

11 36.1 6,859

⑤

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

45.6 45.7 45.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 54.4 54.3 54.4

％ ％ ％

         最高～最低 58.1 ～　48.9 57.3～　51.90 57.2 ～51.9

％ ％ ％

54.6 54.5 54,6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 45.4 45.5 45.4

％ ％ ％

         最高～最低 49.8～ 41.5 49.8 ～41.5 48.6～ 41.5

注3：年齢24～27歳、28～31歳、32～35歳の該当者は4人以下のため、第1四分位及び第3四分位については表示
　　　していない。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員）〔在外職員及び再雇用職員を除く。以下、⑤まで同
じ。〕

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員）

分布状況を示すグルー
プ

人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低
千円

賞与（令和７年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

執行役員 17,276　～ 11,695

審議役 15,974  ～   8,836

調査役 10,402　～   5,277

主査   7,545　～  5,364

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）
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４４－

４７歳

４８－

５１歳

５２－

５５歳

５６－

５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技

千

人千



３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員
項目 内容

対国家公務員
指数の状況

講ずる措置

上記「国に比べて給与水準が高くなっている理由」に記載した特殊要因
に伴う給与水準の格差は引き続き発生し得るものの、人事院勧告等の内容
を勘案した給与水準の見直しを行うなど、国民の理解が得られやすい適切
な水準になるように努める。

・年齢勘案　　　　　　　　　　　 １３０．３

・年齢・地域勘案　　　　　　　　１１５．１

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　１２７．０

・年齢・地域・学歴勘案　　　　１１２．４

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

１．職員の大宗を占める本部（東京）職員に対し20.0％と高い支給割合の地
域手当を支給しているため。

２．東京電力の経営合理化策を含む特別事業計画の作成や廃炉に関する
技術的支援等といった業務の特殊性から、企業会計や企業経営、原子力
工学等の高度な専門性を備えた者を採用等する必要がある。

３．業務の特殊性から、高度な専門性を備えた管理職経験者を多く採用す
る必要があり、職員の管理職割合が高いため。

　給与水準の妥当性の
　検証

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　46.8％】
（国からの財政支出額4,041,800,000千円、支出予算（現額）の総額
8,640,333,697千円：令和7年度予算）
※支出予算のうち、（項）資金援助事業費（目）資金交付金（4,304,500,000
千円）については、交付国債の償還により東京電力に交付されるものであ
る。
【累積欠損額　該当なし：令和6年度決算】
【東京在勤の割合97.1％（常勤職員105名中102人）】
【大卒以上の高学歴者の割合92.4％（常勤職員105名中97人）】
【管理職の割合37.1％（常勤職員105名中39人）】
【支出総額に占める給与・報酬等支出総額の割合21.0％】
（支出総額5,298,276千円、給与・報酬等支給総額1,115,015千円：令和6年
度決算）
※支出総額とは、経常費用（396,130,236千円）から資金援助事業費
（390,831,960千円）を除いた額とする。

（法人の検証結果）
給与水準が国家公務員と比較すると高くなっているのは、勤務地、業務

及び職員構成の特殊性が原因であるが、引き続き、人事院勧告に準じた給
与改定を行う等の給与水準の適正化に努めることが必要である。

（主務大臣の検証結果）
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の給与水準が国家公務員の給与水

準に比べて高くなっているのは、職員の大宗の勤務地が本部の所在する
東京（地域手当の支給率が高い地域）であること、また、東京電力の経営合
理化策を含む特別事業計画の作成や廃炉に関する技術的支援等といっ
た業務の特殊性から、高度な専門性を備えた者を多く採用していること、さ
らに、業務の性質上、職員の管理職割合が高いことが要因であると考える。
そうした中で、原子力損害賠償・廃炉等支援機構においては、上記のような
優秀な人材確保の必要性を踏まえつつも、人事院勧告に準じた給与改定
を行う等、引き続き適正な給与水準の確保に努める必要がある。



４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

Ⅲ　総人件費について

千円 （％）

(A)
千円 （％）

(Ｂ)
千円 （％）

(Ｃ)
千円 （％）

(D)
千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

給与、報酬等支給総額
62,361 5.6

　○22歳（本部係員、大卒初任給、独身）
　　月額　303千円　　年間給与　4,412千円
　○35歳（本部主査、配偶者・子1人）
　　月額　436千円　　年間給与　7,415千円
　○50歳（本部審議役、配偶者・子2人）
　　月額　772千円　　年間給与　11,943千円

区　　分 比較増△減
前年度

（令和5年度）

千円

当年度
（令和6年度）

1,599,442

当機構の職員給与については、国家公務員の給与体系に準拠した支給水準としており、国家公務員と同等の
業績給を導入している。

具体的には、昇給については、勤務実績に応じ昇給する号俸数を決定することとしており、また、賞与のうち勤
勉手当については、勤勉手当基礎額に勤務実績に応じた支給割合を乗じた額を支給することとしている。

最広義人件費
46,443 2.9

福利厚生費
△ 44,907 △ 19.4

非常勤役職員等給与
20,309 8.5

退職手当支給額
8,680 58.7

238,406

千円

千円

23,462

258,715

186,331 231,238

千円

千円

14,782

千円

1,645,885

1,177,375 1,115,014

千円

千円

千円

千円



総人件費について参考となる事項

Ⅳ　定年制度及び60歳以上の職員の給与制度

Ⅴ　その他

特になし。

   職員就業規程において、満60歳に達した日以後の最初の３月３１日を定年として退職とする。
定年に達した職員は、別に定める任期付職員就業規程に基づき、新たな条件で雇用する場合がある。
   なお、60歳に達した日以後における最初の4月1日以後に適用される俸給月額は、従前の約７割の金額としてい
る。

■「給与、報酬等支給総額」等の増減要因
①給与、報酬等支給総額
　 給与、報酬等支給総額の増加（６２,３６１千円）は、俸給・賞与の支給割合の引き上げが主要因である。
②退職手当支給額
　 退職手当支給額の増加（８,６８０千円）は、退職手当の支給が生じたことが主要因である。
③非常勤役職員等給与
　 非常勤役職員等給与の増加（2０,３０９千円）は、俸給・賞与の支給割合の引き上げが主要因である。
④福利厚生費
　 福利厚生費の減少（△４４,９０７千円）は、人員構成が変わったことが主要因である。

■「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成29年11月17日閣議決定）に基づき、役員の退職
金について、平成30年1月から退職手当の算定額に最終的に100分の83.7に引き下げる調整率を乗じた
額を支給する措置を実施。

■「国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等について」（平成24年8月7日閣議決定）に基づき、職員
の退職金について、平成25年7月から国家公務員の退職手当制度の改正に準じた引下げを実施。
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